
四日市市告示第６３２号 

 

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第１項の規定により、特定生産緑地を

解除したので、同条第２項に準用する第１０条の２第４項の規定に基づき次のとおり告示する。 

令和６年１０月２９日 

四日市市長 森 智広  

 

 

特定生産 

緑地番号 

特定生産緑地 

所在・地番 

特定生産 

緑地面積 

特定生産緑地 

指定解除日 

１ 四日市市ときわ五丁目４７３番 ２８０㎡ 令和６年１０月２６日 

２ 四日市市ときわ五丁目４７４番１ ２８８㎡ 令和６年１０月２６日 

３ 四日市市ときわ五丁目４７５番１ １０８㎡ 令和６年１０月２６日 

４ 四日市市日永西一丁目２５１番１ １６８㎡ 令和６年１０月２６日 

５ 四日市市日永西一丁目２５３番３ ９８４㎡ 令和６年１０月２６日 

６ 四日市市日永西一丁目２５４番 １,１８３㎡ 令和６年１０月２６日 

 

（都市整備部建築指導課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


